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 市民参加型による防災の取り組みは，多様な主体によって迅速かつ効果的に進められる一方，他者との

協働を遂行する住民の結束力など，個々の地域が持つ力の差によって参加の機会が偏ったり，失われたり

する地域も出てくるということが問題になる．また，災害に備えて守るべき対象を失っている状態（社会

的排除）にある人にとっては，防災に参加する動機もまた奪われた状態にあると言える．本稿では社会的

排除／包摂の考え方を整理し，社会的包摂の視点を早くから導入していた公衆衛生分野の研究との比較を

行い，今後の参加型防災にも個別要因への働きかけから社会環境そのものに介入するアプローチへのシフ

トが求められることを述べる． 
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1. はじめに 

 地域防災の分野では，決める手段としての市民参加だ

けではなく，住民自らが主体となり災害について学び，

備える技術を高め，地域全体の脆弱性を低減させるリス

ク・コミュニケーションの試みも盛んにおこなわれてい

る 1)．これは，専門家に全てが委ねられていた以前に比

べ，防災のエンドユーザーである市民が，主体的に防災

に関わることの重要性が市民自身によって認知されてき

たからである 2)．こうした流れに伴い，市民参加型の防

災を支援する形での NPO（非営利団体）も全国に多数

生まれ，防災を担う主体の多様化が進んでいる．地方に

おいては，当地の大学がそうしたリスク・コミュニケー

ションの伝え手の役目を担っている場合も少なくない． 

 こうした市民参加型の地域防災の取り組みは，現在盛

んに事例の蓄積がなされているところであるが，それゆ

えその限界や課題についても指摘がされ始めている． 

 行政が主導する計画と異なり，NPO など民間が進め

る事業は，公平性や均質性を担保する必要がない．その

ため，NPO はある地域に重点的に資源を投入し，そこ

で効果を生んだ実績を用いて次の地域でも展開する一点

突破型の戦略を取る．それにより活動は迅速に進められ，

成功事例も生まれやすくなる．しかしながら，この方式

にのみ依っていると，意識の高いリーダーがいたり，住

民の結束力が固いようないわば「強い」地域が NPO と

組むことで，限られた防災活動の機会を独占する事態が

往々にして生じる．地域が「強い」こと自体はもちろん

望ましいことであるが，ややもすると「強くない」地域

がそのまま取り残されてしまう．これが参加の偏在の問

題である． 

 さらに，ソーシャル・キャピタルの計測に関する既往

の実証研究群 3), 4) が示すように，地域の「強さ」と住民

の社会階層，およびその土地の災害脆弱性の間にある程

度の相関が認められると仮定すると，災害に対する脆弱

性の高い地域に暮らす住民が，防災の取り組みへの参加

の機会から排除されるという，参加の欠如が起こる．実

際に，地盤の軟弱な地域，古い木造家屋の密集地帯など，

脆弱性が高いと言われている地域は，概して地域として

の力そのものも弱く，そのため NPO などの外部者と組

んで主体的な事業を行う機会を得ることが難しい． 

 もう一つの問題は，社会的排除による参加動機の喪失

である．次節で詳しく述べるが，社会的排除とは，自分

を必要とする存在，果たすべき役割，いるべき場所等が

奪われた状態を指す．参加動機の喪失とはつまり，守る

べき対象や役割を持たない人は，そもそも様々な機会に

参加したり，ましてや防災活動に加わり災害に備える動

機など持たないという問題である．これに類する議論は，

これまで「寿命の短い高齢者は防災行動をとる動機が弱

い」など極めて限定的なものにとどまってきたが，それ

は参加型を推進する背景に「生きている限り人には自ら
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と周囲を守りたいという欲求がある」という基本的で強

い前提が存在していたからだ．90 年代以降，日本でも

社会格差が増大し，孤独死や若年失業などの社会問題が

顕在化している現在，この前提は見直さざるを得ない． 

 社会的排除を単に自己責任，個人の問題として帰着さ

せるのではなく，社会全体の課題としてとらえ，互いに

支え合うことで解決しようとするのが社会的包摂という

考え方である．社会的包摂は社会的排除と対をなす概念

として，80 年代の欧州で盛んに議論され，今も EU の

政策の根幹をなしている． 

 本稿ではまず，欧州で生まれた社会的排除／包摂の考

え方を日本の文脈に当てはめながら整理するとともに，

社会的包摂の視点を早くから導入していた公衆衛生分野

の研究との比較を行うことで，今後の参加型防災にも，

個別要因への働きかけから社会環境そのものに介入する

アプローチへのシフトが求められることを述べる． 

 

2. 既存研究 

(1) 社会的排除／包摂の概念 

 社会的排除／包摂の概念はフランスで生まれ，EUに

育てられた5)と言われている．1980年代の欧州において，

最低所得保障などの旧来の福祉国家施策に馴染まない問

題が生じる中生まれたこの言葉は，社会問題の現実を表

現するというよりは，その解決策である「社会的包摂策」

と結びつけた政治の言葉として生まれたため，学術的な

明確な定義を持ちづらいものであった．いくつかの行政

文書のなかに定義が示されており，たとえばEUの文書6)

には以下のような定義が示されている． 

 

 社会的排除は，もっぱら所得を指すものとしてしばし

ば理解されている貧困の概念よりも明確に，社会的な統

合とアイデンティティの構成要素となる実践と権利から

個人や集団が排除されていくメカニズム，あるいは社会

的な交流への参加から個人や集団が排除されていくメカ

ニズムの有する多次元的な性格を浮き彫りにする．それ

は，労働生活への参加という次元をすら超える場合があ

る．また，居住，教育，保健，ひいては社会的サービス

へのアクセスといった領域においても感じられ，現れる． 

 

 資源の不足を問題の根幹に据える貧困に対して，社会

的排除は関係の不足に着目した概念である．また，個々

の人生におけるステージと密接にかかわるプロセスの観

察が必要なことから，アンケートのような社会調査より

もヒアリングやエスノグラフィーと言った手法で明らか

にしていくのが望ましいとも言われている．とはいいな

がらも，社会的排除を示す指標として，阿部7)は経済的

指標の他，教育，雇用，医療，住宅，社会参加などを挙

げるなど，人びとの社会活動のあらゆる側面，あるいは

地域社会全体をその視野に入れている．よって，社会的

排除とはソーシャル・キャピタルの不足であるとする定

義8)も存在する． 

 我が国においても，貧困研究者らの間でこの概念は議

論されていたが，特に90年代以降日本でも社会格差が

増大し，孤独死や若年失業などの社会問題が顕在化する

につれ，社会的排除の概念が注目されるようになった． 

 

(2) 過去の被災地における災害脆弱性と住民の社

会階層 

 日本において，地域社会の格差が如実に顕在化するの

が自然災害後の被災地である．過去の災害において社会

経済的な指標と実際の被災の相関について分析した事例

はいくつも報告されている．また，古くから浸水危険個

所を開発し格安の住宅を分譲するといった事例は多くあ

る． 

 阪神・淡路大震災において，被災したのは高齢者が多

く，また住宅の携帯，地形と関連があったことが示され

ている．いのうえ9)によると，例えば，被害の大きかっ

た沿岸沿いの平野部である灘区や長田区は，神戸市内の

他の地域よりも高い21％の高齢化率があったこと，ま

た，被災した住宅の半数近くが築後30年以上の老朽家

屋だったことが神戸市のアンケートによって明らかにな

っているとされる．さらに，阪神・淡路大震災において，

外国人，生活保護受給者，障害者などのいわゆる社会的

弱者が比率として多く犠牲になっていることを示すデー

タは各種示されているところである． 

 一方，東日本大震災後の日本では，震災以前から設置

の準備が進められていた社会的包摂サポートセンターの

電話相談に1日2万人の電話が寄せられた10)．問題が新し

いために支援制度の対象でなかったり，課題が新しいた

め対応できる支援者がいないなど，現在の社会保障制度

で対応できない被災者の問題が浮き彫りになった． 

 

3. 防災施策と社会的包摂 

 ところで，社会的包摂の原点でもある公衆衛生の分野

で 20 世紀の間採られてきた施策と限界が，我が国の防

災のそれと類似していることに着目に値する． 

 図‐1 は，片田 11)が主張する 20 世紀の防災と，阿部

12)の唱える公衆衛生の主要施策および限界を比較したも

のである． 

 戦後は，どちらも科学技術の高度化と行政主導の取り

組みにより被害を飛躍的に減少させた時代であった．公

衆衛生では医療技術と衛生環境の向上により，感染症の

死者数を大幅に減少させた．一方防災では 1961年に制 

定された災害対策基本法に基づき堤防等の社会基盤整備 
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図-1 20世紀の防災と公衆衛生の比較 

 

が進み，自然災害による死者を（大規模災害の例外を除

けば）数百人規模にまで減少させた． 

 20 世紀終盤，両分野の施策は個別のリスクに訴えか

けて改善を図る方針に転向された．公衆衛生では生活習

慣病対策として，喫煙や食習慣など個人的要因に介入し

改善しようとするキャンペーンが張られた．一方防災で

は 1999 年に内閣府が「災害被害を軽減するための国民

運動」を発表し，耐震化や家具転倒防止の啓発に乗り出

した．参加型防災の多くの取り組みもこうした方針に依

拠し，個人や地域の防災意識を向上しようとする取り組

みが多数行われた． 

 しかし 21 世紀に入り，個人への働きかけに限界が見

えている．近藤 13)はその事例として，国が推進する

「健康日本 21」の中間評価（2006）を挙げている．こ

の数値目標のうち達成しているのはわずか 2 項目であ

るのに対し，後退している項目は 30 項目に及ぶ．その

理由には，勤労世代の心理的ストレスという社会的要因

が無関係ではないだろうとし，個人的要因への介入に限

定せず，勤労環境そのものの改善，すなわち社会的包摂

を考慮した戦略との併用を提案している． 

 一方，防災に関する特別世論調査（2010）によると，

既に耐震性があると回答した割合は 23.0%，既に家具転

倒防止をしている割合は 26.0％にとどまっており，国

民運動の開始から 10 年が経過していることを考えると，

こちらにも限界が見えていると言ってよいだろう． 

 

4. おわりに 

 以上のような既存研究や調査のレビューから，今後検

証すべき仮説を以下のとおり 3 つ挙げておく．この検

証についての詳細や検討の結果については，研究発表時

に譲る． 

 

・地域による災害脆弱性と参加型防災への取り組みの間

には相関がある． 

・個人の社会的排除の傾向と防災の取り組みに参加する

動機の間には相関がある． 

・第三者が地域に積極的に介入し，社会的環境を改善す

るという社会的包摂の施策は防災戦略上も有効である． 

 

 本研究が，21 世紀前半にも発生すると言われる南海

トラフ地震，首都直下地震等の大規模災害の発生前に着

手すべき課題に取り組んでいることは言うまでもない．

そればかりか，参加型や行動変容アプローチなど個人に

介入する手法が盛んに取り入れられている交通や景観，

まちづくりなど他の社会基盤計画の分野においても，そ

の限界を補完する概念として，社会環境に直接介入する

という社会的包摂を考慮した方策の応用が期待されるも

のと考える． 
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